
より自由化
例：外資参入
の上限70％

協定発効時の
当該措置の自
由化レベル
例：外資参入
の上限49％

より制限的
例：外資参入
の上限20％

ラチェット（Ｒ）

措置の改正・更新はより制
限的ではない方向にしかで
きない（同レベルの維持は可
能）。

スタンドスティル（ＳＳ）

措置の改正・更新は協定発
効時の自由化レベルを下回
らない範囲で可能（同レベル
の維持は可能）。

時間

RもSSもかけずに留保している分野

協定発効時よりも制限的な措置に改正・更新することが可能

スタンドスティルとラチェット
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